
船舶事故調査報告書 

令和３年６月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年６月１７日 ０２時４０分ごろ 

発生場所 山口県萩市見
み

島
しま

港宇津
う つ

地区 

 見島港宇津大割防波堤灯台から真方位３２５°３５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４７.１′ 東経１３１°０９.０′） 

事故の概要  漁船漁
りょう

進
しん

丸は、航行中、消波ブロックに乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和２年６月２３日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 漁進丸、１１トン 

 ＹＧ２－７４９５（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 重傷 １人（船長） 

 損傷 本船 船首部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 本船は、船長ほか甲板員１人が乗り組み、はえ縄漁の目的で、見島

港宇津大割防波堤灯台を左舷方に見ながら手動操舵で通過後、約１

０.５ノットの対地速力で漁場に向けて北北東進を始めた。 

船長は、レーダーが作動していないことに気付きスイッチを入れ、

レーダーに気を取られていたところ、衝撃を感じ、見島港宇津地区大

割防波堤の周囲に敷設された消波ブロックに乗り揚げた事に気づい

た。 

 本船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

 船長は、乗り揚げた衝撃で舵輪に身体を打ち付け、肋骨骨折等を負

った。 

本船は、船長が、船体の損傷状況等を確認した後、甲板員が操船し

て帰航した。 

船長は、漁場に向けて北北東進を始めた際にレーダーの電源が入っ

ていないことに気付きレーダーが作動するまでレーダーに気を取られ

ており、本船が左転しながら大割防波堤の沖側に敷設された消波ブロ

ックに向かう態勢となっていることに気付かなかったと本事故後に思

った。 

分析  本船は、漁場に向けて航行中、船長が、レーダーの電源を入れて作

動するまでレーダーに意識を向けて航行を続けたことから、針路が変

わっていることに気付かず、防波堤の沖側に敷設された消波ブロック

に乗り揚げたものと考えられる。 



原因  本事故は、夜間、本船が漁場に向けて航行中、船長が、レーダーの

電源を入れて作動するまでレーダーに意識を向けて航行を続けたた

め、針路が変わっていることに気付かず、防波堤の沖側に敷設された

消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、夜間、レーダー等の航海計器が作動しているか確認して

から出航し、針路を確認しながら航行すること。 

 


